
販売前講習を受講し、飼い主の責務について理解しました

ペットの飼育が禁止されている住宅では飼いません

この新しい家族と、必ず最期までいっしょに暮らします

万一いっしょに暮らせなくなった場合は、
責任を持って新しい飼い主を探します

わたしは、今日からこのペットと家族になります。

ずっといっしょに暮らす飼い主として

下記の４つの条項を誓約いたします。

年 氏名月 日

誓 約 書




